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屋久島町生成AI利用ガイドライン（概要版）

適用対象

利用できる生成AI・利用目的

利用ルール

目的

職員が生成AIを利用する際に遵守・留意すべき事項を定める

問い合わせ・相談先

総務課 情報防災係
info@town.yakushima.kagoshima.jp

本ガイドラインの適用対象は、「屋久島町情報セキュリティポリシー」に
定める行政機関の範囲と同様

内部部局、行政委員会、議会事務局、及び地方公営企業

利用可能な生成AIは、以下の指定システムのみ（R8.4現在）

QommonsAI
適用対象となる行政機関に所属
する職員のうち、総務課が定める
研修を受講した者

業務目的での汎用的
な利用

システム名称 利用対象者 利用目的

生成AIを用いた業務に関する責任は利用者自身にあることを
よく理解したうえで、以下事項を遵守すること

生成AIには個人情報や要機密情報を入力しないこと✓

定められた目的外での利用をしないこと✓

必要性やリスクに応じて、出力結果の正確さや根拠を確認すること✓

倫理に反する表現や著作権侵害がないことを確認すること✓

業務委託する外部事業者にも本ガイドラインへの順守を求めること✓BnS事業立案+AI 政策推進課財政係
財源検索、予算査定等、財政
係の所管する業務の範囲内で
の利用


